
繁茂竹林整備事業実施要領 

 

                     制定 平成 27年 3月 31 日付け平 26森林整備第 1087 号 

                     改正 平成 31 年 3 月 29 日付け平 30 森林整備第 997 号 

                     改正 令和 2 年 4 月 15 日付け令 2 森林整備第  42 号 

           改正 令和 2 年 11 月 2 日付け令 2 森林整備第 555 号 

           改正 令和 7年 3 月 31 日付け令 6 森林整備第 1072 号 

 

（趣旨) 

第１ この要領は、やまぐち森林づくり県民税を活用した繁茂竹林整備事業（以

下「事業」という。）を実施するため必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２ 繁茂竹林の伐採、広葉樹の植栽及び再生竹の除去等により、自然林への回

復を誘導することで、森林の有する多面的機能の発揮を図る。 

 

（対象森林の要件等) 

第３ 事業の対象となる事業内容及び対象森林の要件等は、別表に定めるとお

りとする。 

 

(事前調査) 

第４ 農林水産事務所または農林事務所の長（以下「所長」という。）は、当年

度に事業の実施を予定する箇所について、事業実施に必要な事項を自ら調査

する他、委託契約を締結し調査することができる。 

 

(協定の締結) 

第５ 所長は、第４の事前調査結果に基づいて、第３の別表に規定する繁茂竹林

の伐採等を実施する場合、森林活力再生対策実施要綱第６の規定による協定

（別記第２号様式）を締結する。 

２ 前項の協定期間は、協定締結日から９年を経過した日の属する年度の末日

までとする。 

３ 所長は、第４の事前調査結果に基づいて、第３の別表に規定するフォローア

ップを実施する場合、別記第３号様式により、締結済みの協定関係者全員の同

意を得る。 

 

(事業の実施) 

第６ 所長は、第５の１項の協定を締結した場合又は第５の３項の同意を得た



場合、繁茂竹林整備事業実施設計書を作成し、委託契約を締結して事業を実施

する。 

２ 所長は、１項の委託契約を締結したときは、当該契約の概要（工期、受託者

名、連絡先等）を協定者に通知する。 

 

(再委託の承認) 

第７ 所長は、受託者から再委託承認申請書（別記第３号様式）が提出された場

合には、競争入札等審査会において、その内容を審査し、適当と認められる場

合は、再委託承認書（別記第４号様式）を交付する。 

 

 (実施状況報告等) 

第８ 受託者は、毎月２０日現在の進捗状況を繁茂竹林整備事業業務進捗状況

報告書（別記第５号様式）により所長に報告する。 

２ 所長は、前項の進捗、契約締結及び事業費の変更状況等を取りまとめ、毎月

末日までに別記第６号様式により農林水産部長に報告する。 

 

（事業の繰越） 

第９ 所長は、事業が年度内に完了しないとき又は事業の遂行が困難になった

ときは、予定期間の完了する４５日前までに、期間延伸協議書（別記第７号様

式）を農林水産部長に提出しなければならない。 

２ 農林水産部長は、事業の繰越を決定した後、繰越期間等の結果を所長に通知

する。 

 

(実績報告) 

第 10 所長は、事業が完了したときは、協定者に通知するとともに、繁茂竹林 

 整備事業実績報告書（別記第８号様式）を作成し、事業を実施した翌年度の４ 

月末日までに農林水産部長に提出する。 

 

(台帳の整備等) 

第 11 所長は、事業を実施した森林の所在、協定者等について記入した竹林整

備台帳（別記第９号様式）を作成し、協定期間中保管する。 

２ 所長は、前項の規定により台帳を作成した場合は、その写しに竹林整備台帳

一覧表（別記第 10 号様式）を添付し、遅滞なく農林水産部長に提出するとと

もに、一覧表を市町長へ送付する。 

３ 所長は、台帳の記載事項に変更が生じた場合は、前項に準じ、その都度整理

する。 

 



(森林以外への転用等) 

第 12 所長は、協定書第７条に基づき、森林所有者から転用届（別記第９号様

式）が提出された場合には、その内容を審査し、その目的が公共用等で公益上

やむを得ないものと判断される場合は、協定書第１２条に規定する森林整備

に要した費用（以下「費用」という。）の返還を請求しない。 

２ 所長は、前項の場合には、転用届受理書（別記第 12 号様式）を交付する。 

３ 所長は、森林所有者が、対象森林の権利を第三者に譲渡しようとする場合は、

あらかじめ協議を行った上で、継承届（別記第 13 号様式）を提出させる。 

 

(費用の返還) 

第 13 所長は、森林所有者から提出された転用届の内容が、第１２の１項に定

める公益上やむを得ないと判断される場合以外又は無届けで転用された場合

は、森林所有者に対して、転用面積に見合う費用の返還を請求できる。 

２ 所長は、前項の費用の請求にあたり、事前に森林所有者から意見を聴取する

とともに、森林所有者の同意の上、納付通知書を送付し納入させる。 

３ 所長は、第１２及び前項の規定により、転用届の受理及び費用の返還手続き

を行った場合は、速やかに転用報告書（別記第 14 号様式）を農林水産部長に

提出する。 

 

(関係書類の整備・保存) 

第 14 所長は、この事業に関する一切の状況を明らかにする関係書類を、協定

期間が終了した翌年度から起算して５年間適正に保存する。 

 

(その他) 

第 15 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は別

に定める。 
 

 

附 則 

 

 (施行期日) 

１ この要領は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 (竹繁茂防止緊急対策事業実施要領の廃止) 

２ 竹繁茂防止緊急対策事業実施要領（平成 17 年 9 月 1 日付け平 17 森林整備

第 770 号農林部長通知。以下「旧要領」という。）は廃止する。 

 



 (経過措置) 

３ 附則第２項の規定による廃止前の旧要領の規定に基づく事業については、

なお従前の例による。 

 

附 則 

 

 (施行期日) 

 この要領は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

 

 (施行期日) 

 この要領は、令和 2年 4月 15 日から施行する。 

 

附 則 

 

 (施行期日) 

 この要領は、令和 2年 11 月 2 日から施行する。 

 

附 則 

 

 (施行期日) 

 この要領は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

 

区分 事業内容 対象森林 事業主体 

 

繁茂竹林の

伐採等 

 

繁茂竹林の伐採、広葉樹の植栽及び当

該施行地における最長３カ年の再生竹の

除去等 

 

 

 

森林法（昭和 26年法律第 249 号）第５条に規定する森林で、次の要

件を全て満たす森林 

〇私有林 

〇竹の侵入率※概ね 30％以上の森林 

〇概ね 0.50ha 以上  

 

県 

 

フォローア

ップ 

 

最長３年間の再生竹の除去及び広葉樹

の植栽等 

 
繁茂竹林整備事業完了地であって、再生竹の発生等により、自然林へ

の回復が困難と判断される森林 

 

※ 竹の侵入率＝竹の成立本数／（竹以外の樹木の成立本数＋竹の成立本数） 

 

 

 



別記第１号様式（第５関係） 

 

繁茂竹林整備事業の実施に関する協定書 

 

 (目的) 

第１条 山口県（以下「甲」という。）及び森林所有者○○○（以下「乙」とい

う。）は、第３条に掲げる森林等の有する水源のかん養や山地災害防止等の多

面的機能を保全することを目的に、この協定を締結する。 

 

（協定の期間) 

第２条 この協定の期間（以下「協定期間」という。）は、  年  月  日

から    年  月  日までとする。 

２ この協定の目的達成のため、特に必要のある場合には、甲乙協議の上、この

協定を更新することができる。 

 

 (協定の対象とする森林等) 

第３条 この協定の対象とする森林等（以下「対象森林」という。）の所在等は、

次に掲げるとおりとする。 

所  在  地 林小班 森林の現況 備考 

    

注：備考欄には、林小班がない箇所に係る地目を記載すること。 

 

 (森林の整備) 

第４条 甲は、乙の所有する前条の対象森林について、次の整備を行う。 

（１）人工林又は天然林に侵入した竹及びこれに隣接する竹林の一体的な伐採。 

   なお、必要に応じて広葉樹の植栽ができるものとする。 

（２）前号の箇所における伐採年度の翌年度から最長３カ年間継続した再生竹

の除去。 

（３）対象森林の区域内における伐採した竹の整理。 

ただし、乙が自らの責任と費用で、伐採した竹を搬出・利用する場合は 

これを妨げない。 

（４）前各号の内容を実施するために必要な作業。 

 

 (費用の負担) 

第５条 前条の整備に要する費用は、甲が負担する。 



 (甲の責務) 

第６条 甲は、整備の実施後、速やかに乙に報告する。 

 

  (乙の責務) 

第７条 乙は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）甲が行う森林整備に協力し、その施行を妨げないこと。 

（２）協定期間中は、甲が行う第４条の森林整備完了後の再生竹除去等、施行地

を適切に管理すること。 

（３）協定期間中は、対象森林を森林以外に転用しないこと。 

なお、やむを得ず転用する必要が生じた場合は、あらかじめ甲へ書面で届

け出ること。 

（４）甲が整備中又は整備を行ったことを示す標示板等の設置を申し出たとき

は、乙は協定期間中その設置を認めること。 

 

 (助言及び指導) 

第８条 甲は、この協定の目的達成のため、対象森林の取り扱い等について、必

要に応じて乙に対する助言及び指導に努める。 

    

 (災害等による損害) 

第９条 対象森林が、自然災害により立木その他に損害を生じた場合について

は、甲はその責任を負わない。 

 

 (協定の承継等) 

第 10 条 乙は、対象森林の権利を第三者に譲渡しようとするときは、当該第三

者にこの協定を承継させる。 

２ 乙は、対象森林の権利を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめその

旨を甲に通知し、協議しなければならない。 

３ 乙は、協定期間中に氏名又は住所に変更があった場合又は次条に定める事

項が生じた場合は、速やかに甲に書面で届け出るものとする。 

 

 (特別な事情による協定の失効等) 

第 11 条 次の各号においては、この協定は対象森林の全部又は一部についてそ

の効力を失う。 

（１）対象森林の全部又は一部が、公用、公共用又は公益事業の用に供される等、

やむを得ない理由により転用されるとき。 



（２）火災、天災その他当事者の責に帰し得ない事由により対象森林の全部又は

一部が滅失したとき。 

 (協定に違反した場合の措置) 

第 12 条 甲は、乙が第７条に違反したときは、第４条の森林整備に要した費用

全額の返還を求めることができる。 

 

 (乙の協力) 

第 13 条 乙は、次の事項について協力するものとする。 

（１）甲の申し出により、ボランティアによる軽微な作業や森林体験、学習活動

等に対象森林を使用すること。 

（２）伐採された竹材や発生した筍などの資源の有効活用に努めること。 

（３）甲や第三者からの申し出により、竹材等を搬出・利活用すること。なお、 

    この場合の竹材は無償で提供するものとする。 

 

（協議） 

第14条 この協定に関し疑義の生じた事項又はこの協定に定めのない事項につ

いては、甲及び乙が協議の上、定める。 

 

    上記協定を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 

      年  月  日 

 

                           （甲）山口県 

                                 山口県知事 

 

                           （乙）住 所 

                                 氏 名 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式（第５関係） 

 

第              号  

 年     月     日  

 

 

（協定関係者） 様 

 

 

山口県知事              印 

 

 

繁茂竹林整備事業の実施に関する協定書の一部変更について 

 

このことについて、   年  月  日付けで締結した協定の一部を下記

のとおり変更したいので、協定書第１４条の規定により協議します。 

 一部変更に同意いただける場合は、    年  月  日までに別添同意

書を提出いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 変更理由 

繁茂竹林整備事業実施要領の第３に規定する事業完了後のフォローアップ

を実施するため。 

 

２ 変更内容 

（１）協定期間の  カ年の延長（第２条関連） 

       年  月  日までを    年  月  日まで延長する。 

（２）事業完了後のフォローアップの実施（第４条関連） 

（３）フォローアップ完了後の再生竹除去等、森林所有者（乙）による協定期間

中の施行地の適切な管理（第７条関連） 

  



別記第２号様式付 

 

 

第               号  

年      月      日  

 

 山口県知事        様 

 

 

（協定関係者）     印 

 

 

繁茂竹林整備事業の実施に関する協定書の一部変更への同意について 

 

このことについて、  年 月 日付け第  号で協議のあった協定書の一

部変更に同意します。 

 

記 

 

１ 変更理由 

繁茂竹林整備事業実施要領の第３に規定する事業完了後のフォローアップ

を実施するため。 

 

２ 変更内容 

（１）協定期間の３カ年の延長（第２条関連） 

       年  月  日までを    年  月  日まで延長する。 

（２）事業完了後のフォローアップの実施（第４条関連） 

（３）フォローアップ完了後の再生竹除去等、森林所有者（乙）による協定期間

中の施行地の適切な管理（第７条関連） 

 

 

 

 

 

 

別記第３号様式（第７関係） 



年    月  日 
 
 
 山口県○○農林（水産）事務所長 様 
 
 

受託者 
    住所又は所在地 

法人名・団体名 
                    氏 名 
 
 

再委託承認申請書 
 
    年  月  日付けで契約を締結した下記業務について、業務の一部 
を下記のとおり再委託の承認を申請します。 

 
記 

 
１ 業務名称 
 
２ 業務場所 
 
３ 再委託の業務内容 
 
 
 
４ 再委託の相手方 

(1) 住所又は所在地 
(2) 商号又は名称 
(3) 代表者職氏名 
(4) 再委託の業務責任者 
 

５ 再委託の予定金額 
 

６ 再委託の必要性及び相手方の選定理由 
 
 
 

７ 再委託期間 
    年  月  日から   年  月  日まで 
 

８ 再委託先の社会保険等への加入状況 

注：理由は具体的に記入すること。

区 分 従業員数 加入者数 適用除外者数 加入率(%) 備 考 

労災保険      

雇用・健康保険等      

年金・退職金制度等      



別記第４号様式（第７関係） 
 

第     号 
 年  月  日 

 
受託者 

  様 
 

山口県○○農林（水産）事務所長   印 
 
 

再委託承認書 
 
 
   年  月  日付けで申請のありました再委託については、下記の条件
を付して承認します。 
 

記 
 
１ 業務名称 
 
 
２ 業務場所 
 
 
３ 再委託の業務内容 
 
 
 
４ 再委託の相手方 

(1) 住所又は所在地 

(2) 商号又は名称 

(3) 代表者職氏名 

(4) 再委託の業務責任者 

(5) 再委託の予定金額 
 
５ 再委託の承認の条件 
 (1) 受託者は、再委託の相手方に、この承認に係る契約の履行を第三者に一括して 

請け負わせてはならない。 
 (2) 受託者は、再委託の相手方に本契約に定める義務の履行及び個人情報の取扱い 

（個人情報取扱特記事項）を遵守させるとともに、本県に対して、再委託先のす 
べての行為及びその結果についての責任を負うこと。 

(3) 受託者は、再委託の相手方の業務の履行により、本県に損害を与えたときは、受
託者が本県に対する賠償の責を負うこと。 

(4) 契約内容のうち、再委託の相手方による業務の履行に係る部分について、適合 
しない場合があったときは、受託者がその不適合の責任を負い、業務を補正し履 
行すること。 

(5) 再委託にあっては、受託者は再委託の相手方に対する対価の支払い等について、 
適正な取り扱いを行うこと。 

(6) 再委託の相手方が、この承認の条件に違反した場合には、この承認を取り消す 
ものとする。この場合において、受託者に損害が生じた場合であっても、本県は 
一切の賠償の責を負わない。 



別記第５号様式（第８関係） 

 

 

繁茂竹林整備事業業務進捗状況報告書 

 

  年  月  日  

 

 

農林（水産）事務所所長 様 

 

 

受託者 住  所            

氏  名            

 

 

   年  月 20 日現在の進捗状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

竹林群番号 

 

市町 

 

実施面積 

（ha） 

委託金額 

（円） 

工期 

 

進捗率 

（％） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６号様式（第８関係）

　　 農林（水産）事務所 　　年　　月　　日現在

契約の種別 委託業者名 契約の種別 委託業者名

契約年月日 契約年月日

着工年月日 予定価格 着工年月日 予定価格

完成期限日 契約金額 施行効果 施　行 完成期限日 契約金額

竣工年月日 （変更契約額） 金 額 平均直径 成立本数 面　積 面　積 竣工年月日 （変更契約額） 金 額

竣工検査日 （円） （円） (cm) (本/ha) （ha） （ha） 竣工検査日 （円） （円）

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

－ － 外 名

〈記載要領〉

１　本様式は、第８の実施状況報告に使用する。

２　新たな竹林群で事業を追加実施する場合においては、本様式に追加し報告するものとする。

３　竹林群番号単位で記載すること。竹林群番号は（市町）－（実施年度｢　｣）－（一連番号）とする。

４　備考欄には、入札結果（応札者数/選定事業者数）を記載するとともに、植栽を行う場合は、樹種及び面積を記載する。

合　　計

　　　　年度　繁茂竹林整備事業実施状況報告書

　月末

市町 大字 字
支払い
年月日

竹 種
支払い
年月日

摘 要

契約状況等 調査結果概要 契約状況等 進捗状況（％）

支払い状況 森林の現況 面　積 支払い状況

　月末

竹林群番号

実施箇所所在地

森林所有者

事前調査業務 伐採（及び植栽）業務

　月末 　月末 　月末 　月末



別記第７号様式（第９関係） 

 

期 間 延 伸 協 議 書 
 

業務名  

竹林群番号  

業務場所  

完了予定期日  

変更完了予定期日  

延 伸 の 理 由 

 

＜添付書類＞ 

・図面（位置図・平面図・その他必要な図面） 

・写真 

・工程表（２段書き） 

・その他延伸理由を説明する上で必要な書類 

 

 



別記第８号様式（第 10 関係） 

 

第         号  

  年    月    日  

 

 

 農林水産部長 様 

 

 

農林（水産）事務所長  

 

 

繁茂竹林整備事業実績報告書 

 

     年度繁茂竹林整備事業を完了したので、繁茂竹林整備事業実施要領

第 10 の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 事業実績内訳表    （別紙１） 

２ 事業実施状況報告書（別記第６号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第８号様式（別紙１）（第 10 関係） 
 
事業実績内訳表 

竹林群番号 協定者氏名 
整備面積（ha） 

施行種別 工 期 受託者 
委託料の 
額（円） 

完 了 
年月日 

委託料支 
払年月日 

施行効果 
面積 

施行面積 

      外 名   
      

      

      外 名   
      

      

      外 名   
      

      

      外 名   

      

      

      

      外 名   
      

      

事前調査    計   事前調査 - -  - - 

伐採      計   伐採  - -  - - 

植栽      計   植栽  - -  - - 

再生竹     計   再生竹  - -  - - 

フォローアップ 計   フォローアップ       

合 計  - - - - -  - - 

（記載注意）１ 「施行種別」は、「事前調査」「伐採」「植栽」「再生竹」「フォローアップ」とする。 
２ 合併施行の場合の「工期」、「受託者」、「委託料の額」、「完了年月日」、「委託料支払年月日」は、一括して記載する。



 



       裏面

１　協定者一覧表 ２　合併施行調書

2-1 事前調査業務 2-6 再生竹除去業務３

面積(ha)

2-2 竹林伐採業務 2-7 フォローアップ業務１

面積(ha)

2-3 植栽業務

植栽本数

2-4 再生竹除去業務１ 2-7 フォローアップ業務２

面積(ha)

2-5 再生竹除去業務２ 2-7 フォローアップ業務３

面積(ha)

樹種

施行地

計

施行地

計

合併番号 竹林番号

合併番号 竹林番号

面積(ha)

計

合併番号 竹林番号 施行地 面積(ha)

竹林番号 施行地

計

竹林番号 施行地

面積(ha)

計

合併番号 合併番号

合併番号施行地竹林番号

計

竹林番号 施行地 面積(ha)

6

7

5

4

合併番号

No

1

2

協定者氏名 森林の所在

計

計

合併番号 竹林番号 施行地

合併番号 竹林番号 施行地 面積(ha)

計

16

14

15

12

13

10

11

8

9

3



 

 

 

 

 

 

別記第10号様式（第11関係）

農林（水産）事務所

市 大　字 字

（記載要領）

 １　本様式は、所長から農林水産部長へ送付する際に使用する。

 ２　竹林群番号は、（市町）－（実施年度「　」）－（一連番号）とする。

 ３　「施行効果面積」とは、竹の地下茎の伸長が想定される区域であって、以下の式により算定し、３倍を上限とする。

　※  施行効果面積 ＝ 実面積の総延長（水平距離）× ４ｍ/年（地下茎の伸長距離）× ９年（協定期間）

整理
番号

台帳
番号

竹林群番号
森　林　所　在　地

施行区分
施行効果
面積(ha)

実面積
(ha)

- -

-

- -

- -

- -

年度　繁茂竹林整備事業 施行地一覧表

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

- -

- -



別記第 11 号様式（第 12 関係） 

 

転 用 届 

 

  年  月  日  

 

 

 山口県知事       様 

 

 

住  所            

氏  名            

 

 

     年  月  日付けで締結した協定について、協定書第７条の規定

により、下記のとおり森林以外へ転用したいので届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 対象森林及び転用面積 

所在地 竹林群番号 
転用面積 

（ha） 

   

 

２ 転用の理由 

   

 

 

 

（注）自筆署名とする。 



別記第 12 号様式（第 12 関係） 

 

転 用 届 受 理 書 

 

  年  月  日  

 

 

（森林所有者） 様 

 

 

山口県知事            印  

 

 

     年  月  日付けで届け出のあったことについて、森林以外への

転用を認め、受理書を交付します。 

 

 

記 

 

１ 対象森林及び転用面積 

所在地 竹林群番号 
転用面積 

（ha） 

   

 

２ その他 

    整備に要した費用は請求しない。 



 別記第 13 号様式（第 12 関係） 

 

 

承 継 届 

 

 

  年  月  日 

山口県知事        様 

   

承継人 住 所 

氏 名 

 

 

    年  月  日付けで締結した協定について、協定書第 10 条の規定に

より、下記のとおり対象森林を継承したいので届け出ます。 

 

記 

 
 

所在地  

林小班                      

 被承継人 

住  所  

氏  名  

承継の理由 
 

 

（注）自筆署名とする。 

 

 

 

 

 



別記第 14 号様式（第 13 関係） 

 

転 用 報 告 書 

 

  年  月  日  

 

 

 農林水産部長 様 

 

 

農林（水産）事務所長  

 

（返還無しの場合） 

繁茂竹林整備事業協定者から転用届の提出があり、内容を審査した結果、下記

のとおり森林外への転用を認めましたので報告します。 

 

（返還有りの場合） 

繁茂竹林整備事業協定者から転用届の提出があり、内容を審査した結果、下記

のとおり経費の返還手続きを行いましたので報告します。 

 

（返還有り（無届け）の場合） 

 繁茂竹林整備事業実施箇所において無届の転用を発見し、協定者から意見を

聴取した結果、下記のとおり経費の返還手続きを行いましたので報告します。 

 

                                   記 

 

１ 森林外への転用内容 

竹林群 

番号 

協 定 内 容 施行面積 

(ha) 

転用面積 

(ha) 

転用理由 

 森林の所在 協定者 

      

      

 

 

（返還の場合） 

２ 返還金額 金     円  （算出根拠） 

                （転用面積／施行面積×委託料の額） 

 

 


